
関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  村の農林業及び地域経済の活性化を図るため、農林業者等が行う

６次産業化の取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、関川村補助金等交付規則（昭和 40 年 9 月 1 日規

則第 13 号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この要綱において「６次産業化の取組」とは、農林産物を加工し

た商品を農林業者等が製造し、又は販売するために必要な取組をいう。 

（補助対象事業者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）

は、以下のいずれかに該当する者とする。  

(1)村内に住所を有する農業者及び林業者  

(2)村内に住所を有する農業者及び林業者が主たる構成員で、これらの

者を中心として活動している団体  

(3)村の農林業の振興に資する取組を行う者で、村内に住所を有し、納付

期限の到来した村税を完納している者のうち、特に村長が認めた者  

（対象事業種目等）  

第４条  この補助金は、以下の事業を対象とする。  

(1)先進地・市場調査事業  

(2)新商品開発事業  

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）、補助率、

補助金額及び交付の回数は、別表 1 に定めるとおりとする。  

（交付条件）  

第５条  この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1)補助事業の内容及びそれに要する経費を変更（第 10 条に規定する軽

微な変更を除く。）しようとする場合には、村長の承認を受けること。 

(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。 

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。 



（交付申請）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者は、原則として、補助対象事業

に着手する日の 14 日前までに、関川村６次産業化チャレンジ事業補助

金交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。  

（交付決定）  

第７条  村長は、前条の申請書の提出があったときは、書類等を審査し、

補助金の交付の可否及び交付額の決定を行い、申請をした者に対し、関

川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付決定通知書（様式第２号）に

より通知するものとする。  

（変更の承認等）  

第８条  前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業

者」という。）が第５条第１号又は第２号の承認を受けようとする場合は、

あらかじめ関川村６次産業化チャレンジ事業補助金変更承認申請書（様

式第３号）又は関川村６次産業化チャレンジ事業補助金中止・廃止承認

申請書（様式第４号）を村長に提出しなければならない。  

（交付決定の変更）  

第９条  村長は、前条の申請書の提出があったときは、書類を審査し、交

付決定の変更の可否を判断し、承認する場合には、当該補助事業者に対

し関川村６次産業化チャレンジ事業補助金変更承認通知書（様式第５号）

又は関川村６次産業化チャレンジ事業補助金中止・廃止承認申請書（様

式第６号）により通知するものとする。  

（軽微な変更の範囲）  

第 10 条  第５条第１号に定める軽微な変更とは、申請書に記載の事業の

内容に異動が生じず、かつ、補助事業に要する経費の減少が 20％以内の

変更とする。  

（実績報告）  

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに関川村６次

産業化チャレンジ事業補助金実績報告書（様式第７号）を村長に提出し

なければならない。  

（補助金の額の確定）  

第 12 条 村長は、前条の報告書の提出があったときは、書類等を審査し、



交付すべき補助金の額を確定し、関川村６次産業化チャレンジ事業補助

金確定通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知するものとす

る。 

（補助金の交付）  

第 13 条  村長は、前条の規定による補助金の額の確定通知後に補助金の

交付を行うものとする。  

２ 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、関川村６次産

業化チャレンジ事業補助金請求書（様式第９号）により村長に請求する

ものとする。  

３ 第１項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金の一部を前払金と

して請求することができる。この場合において、当該補助事業者が請求

できる金額は、第７条の規定により交付決定した額の ２分の１以内

（1,000 円未満の端数は、これを切り捨てる。）とし、関川村６次産業化

チャレンジ事業補助金前払金請求書（様式第 10 号）により村長に請求す

るものとする。  

４ 村長は、前２項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を

交付するものとする。  

（交付決定の取消し等）  

第 14 条 村長は、補助金の交付決定後において、補助事業者が次の各号の

いずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。 

(1)補助金交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(2)偽りその他不正な手段により補助金の交付決定の通知を受けたとき。 

(3)補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。  

２ 村長は、補助金の交付決定を取り消したときは、関川村６次産業化チ

ャレンジ事業補助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により、当該補

助事業者に通知するものとする。  

３ 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、関川村６次産業

化チャレンジ事業補助金返還命令通知書（様式第 12 号）により、返還を

命ずるものとする。  

（その他）  



第 15 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。   



別表１  

 

事業種目  対象経費  
補助率  

補助金額  

交付の回数  

１ 先進

地・市場調

査事業  

６ 次 産 業 化 に 関 す

る先進地調査、市場

調 査 の た め に 係 る

以下の経費等（消費

税 等 相 当 額 を 除

く。）  

・交通費（ガソリン

代 及 び タ ク シ ー 移

動 に 係 る 経 費 は 補

助 の 対 象 と し な

い。）  

・車両借上料（レン

タカーに限る。）  

・研修会等参加費 

 

補助率  ２分の１以内  

下限額  3,000 円  

上限額  10 万円  

１年度に つ

き２回以内 

２ 新商品

開発事業  

新商品開発（試作も

含む。）のために係

る以下の経費等（消

費 税 等 相 当 額 を 除

く。）  

・材料費  

・機械等購入費（リ

ースも含む。）  

・成分分析等検査費  

・製造・販売許可申

請手数料  

補助率  ３分の２以内  

下限額  5,000 円  

上限額  20 万円  

１年度に つ

き１回  

 



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付申請書 

 

関川村長 様 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金の交付を受けたいので、関川村６次産業

化チャレンジ事業補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり申請します。 

補助対象事業者区分 □農業者 □林業者 □農林業団体 

事業種目  

事業の名称  

目的及び内容 

 

期待される効果 

 

総事業費               円 

交付申請額               円 

添付書類 
①事業実施計画書（別紙） ②事業の概要が分かるもの 

③直近の納税証明書 ④その他村長が必要と認めるもの 

 

  



別紙 

事業実施計画書 

１．実施計画 

事業の名称  

実施期間 年  月  日 ～ 年  月  日 

実施場所  

実施内容 

実施体制や対象品目、具体的な実施内容、特徴など 

 

 

２．収支予算 

 項 目 金額（円） 説 明 

収 入 

自己資金   

村補助金  （※上限注意） 

   

合 計（Ａ）   

支 

出 

補助対象 

経費 

   

   

   

   

小 計（Ｂ）   

その他経費 

   

   

   

   

小 計（Ｃ）   

支出合計（Ｂ＋Ｃ）   

  



様式第２号（第７条関係） 

 

農第     号 

年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付決定通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

年  月  日付けで交付申請のあった標記の補助金について、下記のとおり交

付（不交付）決定したので、関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第７

条の規定により通知します。 

 

記 

 

事業の名称  

交付決定額 金             円 

交付条件 

１ この補助金の交付対象となる補助事業者は、関川村６次産業

化チャレンジ事業補助金交付要綱に従わなければならない。 

２ 事業の内容及び事業に要する経費の配分について重要な変

更をする場合は、事前に担当に連絡すること。 

３ 事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に担当に連絡する

こと。 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

年  月  日 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金変更承認申請書 

 

関川村長 様 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

  年  月  日付け農第  号で交付決定のありました標記の補助金につい

て、事業内容（経費配分）の変更が生じたため承認を受けたいので、関川村６次産

業化チャレンジ事業補助金交付要綱第８条の規定により書類を提出します。 

事業の名称  

変更内容と理由 

【変更前】 

【変更後】 

【変更の理由】 

交付申請額 金             円 

添付書類 
①事業実施計画書（変更後） 

②その他村長が必要と認めるもの 

 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

関川村長 様 

 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

 

  年  月  日付け農第  号で交付決定のありました標記の補助金につい

て、下記事業を中止・廃止することの承認を受けたいので、関川村６次産業化チャ

レンジ事業補助金交付要綱第８条の規定により書類を申請します。 

 

記 

 

 

 

事 業 の 名 称                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

農第     号 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金変更承認通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

 

  年  月  日付け農第  号で交付決定をした標記の補助金について、下

記のとおり変更承認することに決定したので、関川村６次産業化チャレンジ事業補

助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

 

事業の名称  

変更後交付決定額 金             円 

交付条件 

１ この補助金の交付対象となる補助事業者は、関川村６次

産業化チャレンジ事業補助金交付要綱に従わなければな

らない。 

２ 事業の内容及び事業に要する経費の配分について重要

な変更をする場合は、事前に担当に連絡すること。 

３ 事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に担当に連絡

すること。 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

 

農第     号 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金中止・廃止承認通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

 

  年  月  日付けで中止・廃止の申請のあった標記の事業について、申請

のとおり承認することに決定したので、関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交

付要綱第９条の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第 11 条関係） 

年  月  日 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金実績報告書 

 

関川村長 様 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

  年  月  日付け農第  号で補助金の交付決定通知があった事業が完了

したので、関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第 11 条の規定により、

関係書類を添えて提出します。 

 

記 

 

１ 事業名                     

 

２ 事業実績 

  別紙事業実績報告書のとおり 

 

３ 添付書類 

 ・補助対象経費の証拠書類（領収書の写し・記録写真）等 

 ・その他村長が必要と認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

事業実績報告書 

１．事業実績 

事業の名称  

実施期間 年  月  日 ～ 年  月  日 

実施場所  

事業実績 

（実施内容、成果等） 

 

 

  



２．収支決算 

 項 目 金額（円） 説 明 

収 入 

自己資金   

村補助金  （※上限注意） 

   

合 計（Ａ）   

支 

出 

補助対象 

経費 

   

   

   

   

   

小 計（Ｂ）   

その他経費 

   

   

   

   

   

小 計（Ｃ）   

支出合計（Ｂ＋Ｃ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第 12 条関係） 

 

農第     号 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金確定通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

 

  年  月  日付け農第  号で補助金の交付決定通知をした事業について、

下記のとおり交付額を確定しましたので、関川村６次産業化チャレンジ事業補助金

交付要綱第 12 条に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の名称                       

 

 

２ 交付確定額 金            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第 13 条関係） 

年  月  日 

 

関川村長 様 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金請求書 

 

 

  年  月  日付け農第  号で確定通知があった補助金について、関川村６

次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第 13 条第２項の規定により、下記のとおり

請求します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 補助金請求額 金     円 

＜算出式＞ 

①補助金額  円 

②補助金前払金請求済額 円 

③今回補助金請求額①－② 円 

 

３ 振込先 

金融機関名  

支店名  

口座番号等 

預金種別 口座番号 

１ 普通 

２ 当座 
       

フリガナ  

口座名義  

 



様式第 10 号（第 13 条関係） 

年  月  日 

 

関川村長 様 

 

申請者 住所  

団体名 

                       代表者名       印 

連絡先 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金前払金請求書 

 

 

  年  月  日付け農第  号で交付決定通知があった補助金について、関川

村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第 13 条第３項の規定により、下記のと

おり請求します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 補助金交付決定額 金     円 

 

３ 補助金前払金請求額 金     円 

＜算出式＞ 

補助金交付決定額          前払金請求額 

           円×１/２               円 

 

４ 振込先 

金融機関名  

支店名  

口座番号等 

預金種別 口座番号 

１ 普通 

２ 当座 
       

フリガナ  

口座名義  

 



様式第 11 号（第 14 条関係） 

 

農第     号 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

 

  年  月  日付け農第  号で補助金の交付決定通知をした事業について、

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第 14 条第１項第 号に該当する

行為がありましたので、同条の規定に基づき、交付決定の取消しを通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 12 号（第 14 条関係） 

 

農第     号 

  年  月  日 

 

 

関川村６次産業化チャレンジ事業補助金返還命令通知書 

 

 

 様 

 

 

関川村長  

 

 

  年  月  日付け農第  号で確定（決定）通知した標記補助金について、

全部（一部）取消しを行ったので、関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要

綱第 14 条第３項の規定により、すでに交付した補助金の返還を下記のとおり命じま

す。 

 

記 

 

 

１ 補助金返還理由 関川村６次産業化チャレンジ事業補助金交付要綱第 14 条第

１項第 号に該当 

 

 

２ 補助金返還額 金    円 

 


